
3　その他の介護保険の給付対象とならないサービス
①   食事の提供に要する費用
　重要事項説明書に定めの通り、個人の希望により特別に用意する食事・外食等に係った費用は実費負担となりますので表の金額を超える場合があります。
　
② 居住（滞在）に要する費用
　　光熱水費及び室料
　　※入退所日にかかわらずご負担していただきます。
　　
◇当施設の居住費･食費の負担額（ショートステイを含む）
　　　低所得者の施設利用・ショートステイの居住費（滞在費）・食費の負担が軽減されます。
　　　対象者…＜所得要件＞世帯全員が市町村民税非課税の方（市町村税世帯非課税者）で、別世帯に配偶者がいる場合は別世帯の配偶者も市町村税非課税の方。

利用者

負担段階 部屋代 食費

③行事参加費

④理美容代 [R1.10改訂版]

負担限度額（日額）

第１段階 ０円 ３００円

第２段階 ３７０円 ６００円

対　象　者

・世帯全員が市町村民税を課税されていない方で老
齢福祉年金を受給されている方

・生活保護を受給されている方

・世帯全員が市町村民税を課税されていない方で合
計所得金額と公的年金収入額の合計が年間  80万
円以下の方

単身１，０００万円

夫婦２，０００万円

単身  　６５０万円

３７０円 １,０００円

第３段階
-②

３７０円 １,３００円

第４段階 ８５５円 １,４４５円

・世帯全員が市町村民税を課税されていない方でそ
の他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円
超120万円以下の方

・世帯全員が市民税を課税されていない方で、その他
合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超え
る方

・上記以外の方

夫婦１，６５０万円

単身　  ５５０万円

夫婦１，５５０万円

単身　  ５００万円

夫婦１，５００万円

上記資産要件を

満たさない方

資産要件
（預貯金額等基準額）

第３段階
-①


